
議案第１１号 

 

財産の取得について（追認） 

 

次の財産の取得について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項第８号及び那須烏山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成１７年那須烏山市条例第４０号）第３条の規定により議会の議決を求

める。 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　那須烏山市長　川　俣　純　子　　 

 

１　取 得 財 産　　小中学校ＬＥＤ照明設備賃貸借 

２　契約の方法　　指名競争入札 

３　賃貸借金額　　６３，８０８，８００円（内消費税５，８００，８００円） 

　　及 び 期 間　　１２０箇月 

４　相　手　方　　東京都港区芝浦１丁目２番３号 

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 

代表取締役　　西野　敏哉 

５　契約年月日　　令和３年６月１日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




















